
社会福祉法人 十条龍谷会 

指定就労継続支援事業所 ビハーラ十条 

重要事項説明書 

この重要事項説明書は社会福祉法人十条龍谷会就労継続支援事業所ビハーラ十条が

提供する指定就労継続 B 型事業について利用契約の締結を希望される方に対して、社

会福祉法第７６条及び第７７条並びに障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービ

ス事業所の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、サービスの内容や利用料金等に

ついて説明するものです。 

 

１．事業者の概要 

経営事業者の名称 社会福祉法人 十条龍谷会 

法人所在地 京都市南区吉祥院南落合町４０－１ 

法人種別 社会福祉法人 

代表者氏名 理事長 川邊蔵祐 

電話番号 075‐661‐4501 

 

２．事業の目的と運営の方針 

事業所の種類 指定就労継続支援 B 型 

事業の目的 指定就労継続支援 B 型 

通所契約等に基づく就労の機会を提供するとともに、一般

就労に向けた知識、能力が高まった者について、一般就労へ

の移行に向けて支援します。 

事業所の名称 就労継続支援事業所 ビハーラ十条 

管理者の名称 河田 一樹 

事業所の所在地 京都市南区吉祥院南落合町 40－4 

電話番号・FAX 番号 電話番号：075‐634-4558 FAX 番号：075‐671‐6380 

運営方針 １）当事業所は、利用者に対して、その自立と社会経済活動

への参加を促進する観点から必要な訓練及び職業の提供を適

切に行う。 

２）当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常にその

立場に立って支援を提供する。 

３）当事業所は、出来る限り居宅に近い環境の中で、地域や

家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、その

他知的障害者援護施設、地域の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供するものとの連携に努める。 

開設年月 平成３０年４月１日 

定員 就労継続支援 B 型事業（１０名） 



通常の事業の実施地

域 

京都市南区 

営業日及び営業時間 営業日：月曜日～日曜日 

営業時間：午前７時～午後８時 

サービス提供日及び

サービス提供時間 

サービス提供日：月曜日～日曜日 

サービス提供時間：午前７時～午後８時 

主たる対象者 （１）身体障害者（18歳未満の者を除く） 

（２）知的障害者（18歳未満の者を除く） 

（３）精神障害者（18歳未満の者を除く） 

（４）難病等対象者（18歳未満の者を除く） 

 

３．施設 

建物及び構造 鉄筋コンクリート造り ４階建１階部分 

 

４．主な設備 

設備の種類 室数 備 考 

作業室 1 室 必要時は特養と共用 

相談室兼事務室 1 室 相談室は内容により特養と共用 

休憩室 1 室 一部特養と共用 

男子更衣室 1 室 特養と共用 

女子更衣室 1 室 特養と共用 

車椅子対応トイレ 1 か所 特養と共用 

男子トイレ 1 か所 特養と共用 

女子トイレ 1 か所 特養と共用 

 

５．職員の配置状況 

（１）職員体制 

職種 員数 

区分 
常勤換算

後の職員 
常勤 非常勤 

専従 兼任 専従 兼任 

管理者 1 名  1 名   1.0 名 

サービス管

理責任者 

1 名  1 名   1.0 名 

職業指導員 1 名 ２名    2.0 名 

生活支援員 1 名 １名    0.8 名 

 当事業所では、障害者総合支援法で定められた人員基準を遵守し、上記の職種の職員

を配置しています。 

（２）勤務体制 



職種 勤務体制  

管理者 勤務時間帯（9:00～18:00） 常勤１名 

サービス管理責任者 勤務時間帯（7:00～20:00） 常勤１名 

職業指導員 勤務時間帯（7:00～20:00） 常勤 2名 

生活支援員 勤務時間帯（7:00～20:00） 常勤 1名 

 

 

６．サービスの内容 

（１）訓練等給付費対象サービス 

サービスの種類 サービスの内容 

相談及び援助 ・利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意を

もって応じ、可能な限り必要な援助を行います。 

・利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況

等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

事業所外支援 ・常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化

等により、５日以上連続して利用が出来なかった場合は、あ

らかじめ利用者の同意を得て、居宅を訪問してサービス利用

に関する相談支援を行います。（訪問支援は月２回を限度とし

ます。） 

健康管理 ・必要に応じて投薬その他必要な管理、記録を行います。 

・緊急時必要に応じて家族等への連絡、協力医療機関等へ搬

送致します。 

☆当事業所の協力医療機関 

檜垣医院 

診察科：内科・消化器内科・循環器内科 

創作的活動 創作的活動の機会を提供します。 

生産活動 軽作業等の生産活動の機会を提供します。 

①企業内就労の支援 

②委託作業 

＜工賃の支払い＞ 

上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額

に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用

者に支払います。 

訓 練 ・一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を

行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

実習及び求職活動等

の支援 

・公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係

機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援

の実施、職場定着の為の支援を行います。 



就労支援 ・社会経済活動をおくる為の就労支援を行います。 

    

（２）訓練等給付費対象外サービス 

サービスの種類 サービスの内容 金額 

食事サービス 希望により食事の提供をします。 

食事時間１２時００分～１４時００分 

＊低所得者の軽減措置が適用される方は、食材料

費分のみ負担 

１食 

３００円 

食材料費 

３００円 

創作的活動及び利用

者本人活動 

（教養娯楽活動） 

利用者主体による活動としての自治会活動を

支援しています。 

 教養娯楽の活動が主で、それに係わる費用 

（例）所外活動に係わる交通費、入場料、イベン

トの費用 等 

実費負担 

就労支援の必要な諸

経費 

 就労や実習に取り組む際に係わる費用で、交通

費等諸経費が発生した場合、負担して頂く事が適

当であるもの。 

実費負担 

日常生活上必要とな

る諸経費 

 利用者個別の日用生活品の購入代金や病院受

診費用や健康診断等に係わる費用 

実費負担 

その他 サービス提供記録等の複写料金 Ａ４サイズ１

枚 

在籍証明書等証明書類 １通 

行政機関等への各種代行手続き手数料 １件 

１０円 

８００円 

５００円 

 

【サービスの概要】 

 サービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。当事業所のサービス管理責任

者が作成し、利用者の同意を頂きます。なお、「個別支援計画」は利用者に交付いたし

ます。 

 

 

 

７．利用料金 

（１）訓練等給付費対象サービスの料金 

   訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が訓練等給付費の給付を市

町村から直接受け取る（代理受領する）場合、サービス利用料金（厚生労働大臣の

定める基準により算出した額）のうち利用者負担分（サービス利用料金全体の 1 割

を上限）を事業者にお支払い頂きます。 

   なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障

害福祉サービス受給者証をご確認ください。 



算定項目 金額（単位：円） 備考 

基本区分３ ８，０１２  

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） １５８  

初期加算 ３１７  

訪問支援特別加算 

（１）１時間未満 

（２）１時間以上 

 

（１）１，９７６ 

（２）２，９５９ 

連続して 5 日間ご利用がない

場合に居宅を訪問して相談援

助を行った場合に月２回まで

加算されます。 

欠席時対応加算 ９９３ 利用予定を急遽中止した際に

連絡調整や相談援助を行った

際に月４回まで加算されま

す。 

食事提供体制加算 ３１７ 事業所の提供する食事をとら

れた際に加算されます。 

利用者負担上限額管理加算 １，５８５ ご依頼により事業者が負担上

限月額を超えて徴収しないよ

うに、利用者負担額の徴収方

法の管理を行った場合に加算

されます。 

体験利用支援加算 

（Ⅰ）１～５日目 

（Ⅱ）６～１５日目 

 

（Ⅰ）５，２８５ 

（Ⅱ）２，６４２ 

他の障害福祉サービス事業の

体験利用を行った場合に、15

日以内に限り加算されます。 

在宅時生活支援サービス加算 ３，１７１ 通所利用が困難で、在宅によ

る支援がやむを得ないと市町

村に判断され、一定の要件を

満たしたうえで支援を提供し

た際に加算されます。 

福祉・介護職員等処遇改善加算

（Ⅰ） 

所定単位数の

81/1000 

福祉・介護職員の賃金の改善

等を実施している事業者とし

て京都市に届出のうえ加算さ

れます。 

 

（２）訓練等給付費等対象外サービス内容の料金 

上記「６．サービスの内容、（２）訓練等給付費対象外サービス」の項目が発生した場

合はお支払い頂きます。 

 

（３）利用者負担金の支払方法 

   上記（１）、（２）の料金は１ヶ月毎に計算し、賃金より差し引いて徴収致します。 



８．利用者の記録及び情報の管理 

（１）事業者は法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに

応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後５年間

保管します。 

※閲覧、複写が出来る窓口業務は平日の９時～１８時までです。 

   複写については、料金が必要となります。 

（２）利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。 

  但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町村及

び関連機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報の使用に係る

同意書」による）に基づき情報提供を致します。 

 

９．緊急時の対応 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行い

ます。 

利用者のかかりつけ医療機関 医療機関名： 

 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電 話 番 号： 

緊 急 連 絡 先① 住  所： 

 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

 

 

１０．事故発生時の対応 

事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行なう

とともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録す

るものとします。 

  また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

（１）損害保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

   取扱代理店   株式会社エスアールエム 

    

 

 

１１．要望・苦情等及び虐待・身体拘束防止に関する相談窓口 

下記表に定めたほか、成年後見制度の利用支援の実施、従業者に対する虐待・身体拘

束防止を普及・啓発するための研修を実施しています。 



（１）要望・苦情等 

当事業所 

ご利用相談窓口 

窓口責任者 櫻井 祥太（サービス管理責任者） 

ご利用時間 ９時～１８時（土・日・祝祭日・年末年始を除く） 

電話番号 ０７５‐６６１‐４５０１ 

当法人 

ご利用相談窓口 

窓口責任者 川邊 浩蔵 

ご利用時間 ９時～１８時（土・日・祝祭日・年末年始を除く） 

電話番号 ０７５‐６６１‐４５０１ 

行政機関その他 

相談窓口 

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室                          

電話番号 ０７５－２２２－４１６１  

南区役所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課  

電話番号 ０７５－６８１－３２８２ 

京都府福祉サービス運営適正化委員会 

電話番号 ０７５－２５２－２１５２ 

第三者委員 吉澤 秀樹  

電話番号 ０７５－５９３－０８００                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

人権擁護・虐待

防止責任者 

管理者 河田 一樹 

電話番号 ０７５―６６１－４５０１ 

 

１２．協力医療機関 

医療機関の名称 檜垣医院 

医院長名 檜垣 正 

所在地 京都市南区上鳥羽南中ノ坪町 30 

電話番号 075-672-4034 

診療科 内科、消化器内科、循環器内科 

入院設備 無し 

 

１３．非常災害等の対策 

非常時の対応 別途定める消防計画により、対応致します。 

平時の訓練 別途定める消防計画により年２回、避難・防災訓練を利用者の方

も参加して実施します。 

防災設備 ・ 自動火災報知器  ・非常通報装置 

・ ガス漏れ報知器  ・非常用電源 

・ スプリンクラー  ・誘導灯 

カーテンは防火性のあるものを使用しています。 

消防計画等 消防署への届出日：令和４年６月２１日 

防 火 責 任 者：川邊 浩藏 

保険加入 企業財産総合保険：日新火災海上保険株式会社 

まごころワイド ：三井住友海上火災保険株式会社 



１４．当事業所ご利用に際に留意いただく事項 

設備・器具の利

用 

設備・器具は本来の目的に従ってご利用下さい。これに反したご

利用により破損等が生じた場合は賠償していただくことがありま

す。 

喫煙・飲酒 事業所内での飲酒は禁止です。 

喫煙は決められた場所で、休憩時間にお願いします。 

貴重品の管理 貴重品につきましては、利用者の責任において管理して頂きます。 

自己管理の出来ない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込

まないようにお願いします。 

宗教活動・政治

活動・営利活動 

利用者の思想、信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、

政治活動および営利活動はご遠慮下さい。 

 

１５．第三者評価の受審状況 

    

当事業所の受診状況 

第三者評価の実施の有無 無 

実施をした直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

   当法人の受診状況 

第三者評価の実施の有無 有 

実施をした直近の年月日 2023 年 3 月 29 日 

実施した評価機関の名称 京都府認知症グループホーム協議会 

評価結果の開示状況 ホームページ 

受診評価分野 介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定就労継続支援 B 型の提供に関し、本書面に基づき重要事項の説明を致しました。 

 

令和  年  月  日 

事業者  

  住  所 京都市南区吉祥院南落合町４０－１ 

事 業 者 社会福祉法人十条龍谷会 

  代表者名 理事長 川邊 藏祐     ㊞ 

事業所  

就労継続支援事業所 ビハーラ十条 

説 明 者：職名         氏名            

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定就労継続支援 B 型

の提供開始に同意しました。 

令和  年  月  日 

 

利用者   住 所 

                 

                  氏 名              印 

    

 

身元保証人 住 所 

                   

氏 名             印 

                  続 柄（利用者との関係） 

 

利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、

私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

署名代筆者 住 所 

 

                  

氏 名              印 

                 続 柄（利用者との関係） 


